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指定漁船調書の縦覧 （水 産 課） ２

都市計画事業の認可 （下水道推進課） ２

【訓 令】

島根県職務育成品種規程の一部改正 （農 畜 産 課） ３

【人委規則】

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定 ３

める規則の一部を改正する規則
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告 示

島根県告示第315号

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第４条第１項第２号の規定により、令和２年度地方の臨時種畜検査を次のと

おり実施するので、家畜改良増殖法施行規則（昭和25年農林省令第96号）第２条第２項の規定により告示する。

令和２年５月７日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 実施する地域

県内一円

２ 実施期日及び場所

令和２年５月25日から令和３年度定期種畜検査の開始の日までに当該区域を管轄する家畜保健衛生所長の指定する日

時及び場所

島根県告示第316号

漁船損害等補償法施行令（昭和27年政令第68号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和27年法律第28

号）第112条第１項の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同令第５条第３項の規定により、届出に係

る指定漁船調書を縦覧に供する。

令和２年５月７日

島根県知事 丸 山 達 也

１ 届出事項

 発起人の住所及び氏名

松江市美保関町美保関98 木村二郎

〃 福浦620 梶谷 誠

〃 七類1686 山本一夫

 加入区

美保関町加入区

 漁船損害等補償法第113条第１項の申出をする漁業協同組合の名称

漁業協同組合ＪＦしまね

２ 指定漁船調書の縦覧

 縦覧期間

告示の日から15日間

 縦覧場所

漁業協同組合ＪＦしまね

島根県告示第317号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定により、都市計画事業の認可をしたので、同法第62条第１項

の規定により次のとおり告示する。

令和２年５月７日

島根県知事 丸 山 達 也
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１ 施行者の名称

浜田市

２ 都市計画事業の種類及び名称

浜田都市計画下水道事業

浜田市公共下水道（浜田処理区）

３ 事業施行期間

令和２年４月17日から令和９年３月31日まで

４ 事業地

 収用の部分

浜田市殿町及び松原町地内

 使用の部分

浜田市殿町、松原町、田町、浅井町、琵琶町及び黒川町地内

訓 令

島根県訓令第９号

本 庁

地方機関

島根県職務育成品種規程（昭和58年島根県訓令第２号）の一部を次のように改正する。

令和２年５月７日

島根県知事 丸 山 達 也

第４条第５項中「前条第１項」を「前条」に改める。

第14条第３項中「農産園芸課」を「農畜産課」に改める。

附 則

この訓令は、令和２年５月７日から施行する。

人 事 委 員 会 規 則

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

令和２年５月７日

島根県人事委員会委員長 本 間 恵美子

島根県人事委員会規則第20号

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

島根県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年島根県人事委員会

規則第23号）の一部を次のように改正する。

別表第84事務局の項中「事務局次長 部長 所長 副所長 課長」を「次長 部長 課長 所長 出納室長 課長補佐

（人事又は総務担当に限る。） 主査（人事又は総務担当に限る。）」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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